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　令和8年4月1日以降は、不動産所有者の氏名・住所の変更日から2年以内の変
更登記が義務化されるとともに、所有者に代わり法務局が職権で変更登記を行う「ス
マート変更登記」が開始します。これに先立ち、個人がスマート変更登記を利用す
るための事前手続が、今年4月21日から始まっています。

スマート変更登記

６月の税務と労務

ワンポイント
日 8 22 ・
月 9 23 ・

日 1 15 29

土 7 21 ・

月 2 16 30
火 3 17 ・
水 4 18 ・
木 5 19 ・
金 6 20 ・

火 10 24 ・
水 11 25 ・
木 12 26 ・
金 13 27 ・
土 14 28 ・

国　税 5月分源泉所得税の納付� 6月10日

国　税 所得税の予定納税額の通知�

� 6月15日

国　税� 4月決算法人の確定申告�

（法人税・消費税等）� 6月30日

国　税 10月決算法人の中間申告� 6月30日

国　税� 7月、10月、1月決算法人の消費税等�

の中間申告（年3回の場合）�6月30日

地方税� 個人の道府県民税・都民税及び市町

村民税・特別区民税の納付（第1期分）�

� 市区町村の条例で定める日

労　務� 健康保険・厚生年金保険被保険者�

賞与支払届� 支払後5日以内

労　務� 児童手当現況届（市区町村役場から

通知が届いた場合）� 6月30日

6 月
2025（令和７年）
水無月 −JUNE−

　掲　載　　　税務面で備える　取引先にもしものことがあったら…税務面で備える　取引先にもしものことがあったら…
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　会社経営では、売掛金が入金されない、取引先が急

に倒産した、というトラブルが生じることがあります。

トラブルが生じた時や、トラブルに備えるための経理

処理についてまとめます。

　　　取引先の倒産とは　

　倒産の法律上の定義はありませんが、一般的に会社

が買掛金や借入金といった債務を返済することができ

ず、事業が継続できなくなった状態のことを倒産とい

います。倒産には「法的な倒産」と「事実上の倒産」が

あり、法的な倒産は「破産手続」、「民事再生手続」、「会

社更生手続」など法的手続により倒産状態と認められ

た状態を指します。

破産手続…裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管
財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を

金銭に換えて債権者に配当する手続

民事再生手続…経済的に苦しい状況にある法人等が、
自ら立てた再建計画案について、債権者の多数が同

意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債

務者の事業再建を図ることを目的とした手続

会社更生手続…経営破綻している債務者を再建させる
手続という点で民事再生手続と共通しているが、株

式会社だけが利用できる点が異なる

　他方、事実上の倒産は、経営破綻しているにも関わ

らず法的な倒産手続を行っていない状態や、不渡手形

によって銀行取引が停止した状態などをいいます。

　　　貸倒引当金　

　取引先の倒産などによって売掛金や貸付金といった

債権を回収することが不可能になることに備えて、あ

らかじめ損失額を計上する引当金を、貸倒引当金とい

います。法人税法では、貸倒引当金の損金算入額につ

いて一定の制限を設けています。

　まず、貸倒引当金の損金算入が認められる法人は、

普通法人のうち資本金の額または出資金の額が1億円

以下の法人などに限られます。ただし、資本金の額な

どが5億円以上の大法人との間に完全支配関係がある

法人など、貸倒引当金の損金算入が認められない法人

もあります。

　適用にあたっては、金銭債権を「個別評価金銭債権」

と「一括評価金銭債権」に区分して、それぞれ繰入限

度額を計算します。そして、法人が損金経理により貸

倒引当金に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達す

るまでの金額について、損金算入が認められます。な

お、完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等

については、貸倒引当金の設定はできません。

⑴　個別評価金銭債権
　　個別評価金銭債権とは、法人がその事業年度終了

の時に有している金銭債権に係る債務者について、

更生手続開始の申立てなどの一定の事由が生じてい

る場合における、その金銭債権をいいます。繰入限

度額は、債務者に生じた事由によって異なり、回収

不能見込額の50％～100％になります。

⑵　一括評価金銭債権
　　個別評価金銭債権以外の金銭債権を一括評価金銭

債権といいます。一括評価金銭債権に対する貸倒引

当金の繰入限度額は、貸倒実績率に基づく計算方法

と、法定繰入率に基づく計算方法があります。なお、

法定繰入率に基づく計算方法は、中小法人などに限

られます。

　　貸倒実績率に基づく計算方法は、法人がその事業

年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額

に貸倒実績率を乗じて計算をします。【算式１参照】
　　法定繰入率に基づく計算方法は、法人がその事業

年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額

から実質的に債権とみられない金額を控除した金額

に法定繰入率を乗じて計算をします。【算式２参照】

税務面で備える税務面で備える
取引先にもしもの取引先にもしもの
ことがあったら…ことがあったら…
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実質的に債権とみられない金額は、簡便計算で行う

ことも認められています。

　　　貸倒損失　

　法人の有する金銭債権について、更生計画認可の決

定など法的手続によって切り捨てられることとなった

部分の金額については、その事実が発生した日の属す

る事業年度において貸倒れとして損金の額に算入され

ます。

　法人の有する金銭債権について、その債務者の資産

状況や支払能力などからみてその全額が回収できない

ことが明らかになった場合には、その明らかになった

事業年度において貸倒れとして損金経理をすることが

できます。ただしその金銭債権について担保物がある

ときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れと

して損金経理をすることができません。

　また、債務者との取引を停止した時以後1年以上経

過したなど、債務者について一定の事実が発生した場

合には、その債務者に対して有する売掛債権については、

法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額

を貸倒れとして損金経理をすることが認められます。

【算式１】貸倒実績率による繰入限度額の計算

繰入限度額 ＝ 期末の一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率

その事業年度開始の日前 3年以
内に開始した各事業年度の売掛
債権等の貸倒損失の額

+ その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額の損金算入額 －その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額の益金算入額 ×
12

左の各事業年度
の月数の合計数

その事業年度開始の日前 3年以内に開始した各事業年度終了の
時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額　　　　　　 ÷ 左の各事業年度の数

（小数点以下 4位未満切り上げ）

【算式２】法定繰入率による繰入限度額の計算

繰入限度額 ＝ 期末の一括評価金銭
債権の帳簿価額 － 実質的に債権とみら

れない金額 ×

⑴
　同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合の
その売掛金又は受取手形の金額のうち買掛金又は支払手形の金額に相当す
る金額

⑵

　同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、その
買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその
売掛金又は受取手形の金額のうち、その裏書譲渡した手形(支払期日の到
来していないものに限る）の金額に相当する金額

⑶ 　同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある
場合のその売掛金の額のうち保証金の額に相当する金額

⑷ 　同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその
売掛金の額のうち借入金の額に相当する金額

⑸ 　同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対
する受入金がある場合のその未収金の額のうち受入金の額に相当する金額

⑹ 　同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち買掛
金の額に相当する金額

⑺ 　使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合の
その貸付金の額のうち預り金の額に相当する金額

⑻
　専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとし
て借入金を計上した場合又は支払手形を振り出した場合のその受取手形の
金額のうち借入金又は支払手形の金額に相当する金額

⑼ 　同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合の
その未収地代家賃の額のうち敷金の額に相当する金額

法定繰入率

卸売業及び小売業
（飲食店業・料理店業を含む）

10
1,000

製造業 8
1,000

金融業及び保険業 3
1,000

割賦販売小売業並びに包括
信用購入あっせん業及び個
別信用購入あっせん業　　

7
1,000

その他 6
1,000
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毎月一定量購入する物品の経理処理

　ボールペンなどのような事務用品や作業用の手袋と

いった作業用消耗品について、毎月ほぼ一定量を消費

するため、在庫が少なくなった時点で購入する会社も

あるかと思われます。このような場合、物品の購入費

用を購入時の損金として処理をしても良いのでしょう

か。

　消耗品などについても、商品や製品といった棚卸資

産と同様に、消費した日の属する事業年度の損金の額

に算入することが原則なので、期末時点で未使用であ

る分については、資産計上すべきものになります。し

かし、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、

広告宣伝用印刷物、見本品などの棚卸資産について、

各事業年度におおむね一定数量を取得し、かつ、経常

的に消費するものに限り、継続適用を要件として、そ

の物品の取得に要した費用の額を、その取得をした日

の属する事業年度の損金の額に算入することが認めら

れます。

　他方、会社によっては、毎月大量に収入印紙を購入

し、使用する場合もあると思いますが、このような場

合は、同様の処理は認められません。取得に要した費

用の額を取得日の属する事業年度の損金の額に算入す

ることが認められるのは、事務用消耗品や作業用消耗

品などの棚卸資産に限られています。収入印紙は印紙

税の納付や国が行う事務手数料の支払いなどの際に用

いられる一種の証票であり、棚卸資産には該当しませ

ん。そのため、期末に未使用の収入印紙については、

資産計上する必要があります。郵便切手や商品券など

も、同様の取り扱いになります。

　なお、広告宣伝用印刷物であっても、有償で取引先

に配布するカタログやノベルティ、サンプルなどにつ

いては、通常の商品と同様に期末に未配布・未使用の

ものがあれば棚卸資産として資産計上する必要があり

ます。

未払事業税と未払消費税未払事業税と未払消費税

　法人が納付する租税公課などは、損金算入さ
れるものとされないものがあり、損金算入され
る租税公課については、損金算入の時期が決め
られています。
　申告納税方式による租税については、納税申
告書を提出した事業年度に損金算入することが
できます。従って事業税は、未払計上した事業
年度ではなく、申告書を提出した事業年度に損
金算入されることになります。
　消費税について税込経理方式を選択適用した
場合、納付すべき消費税等の額は租税公課とし
て損金算入することができます。消費税等の損
金算入時期も原則として申告書が提出された事
業年度になります。ただし消費税等については、
申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費
税等の額を損金経理により未払金計上した場合
には、損金算入することができます。

６月の税務 ピックアップ  
� 個人住民税の納付� 個人住民税の納付
　公共施設や上下水道などの行政サービスの活
動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課
す地方税が個人住民税です。個人住民税には都
道府県民税と市区町村民税があり、各市区町村
に一括して納税を行います。また、令和 6年
度からは森林環境税も合わせて課税されていま
す。
　個人住民税の納付方法には普通徴収と特別徴
収があります。普通徴収は、市区町村から送付
される納税通知書に従って、納税義務者が市区
町村に納める方法です。特別徴収は、給与の支
払いをする会社などに納税通知書（特別徴収税
額通知）が送られ、納税通知書を受け取った者
が納税義務者から税金を徴収して納税をする方
法です。
　個人住民税は、前年分の所得を基に算定され
て、おおむね 5月ごろに納税通知書が送付され
ます。そして 6月から納税をすることになりま
す。


